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動 員 と開発=20世 紀 の東 ア ジプ

朴 蔓

亙 は じ め に

政 府 に よ る 経 済 指 導 が 東 ア ジ ア 諸 国 の 高 度 成 長 を 可 能 に し た 一 つ の 重 要 な 要

因 で あ っ た と い う こ と は,す で に 公 認 さ れ た 見 解 で あ る 。 東 ア ジ ア 諸 国 の 政 府

の 経 済 指 導 が 成 功 を お さ め る よ う に な っ た 諸 条 件 に つ い て は様 々 な 方 面 か ら 説

明 が 行 わ れ て い る 。 効 率 的 な 政 策 と 民 間 経 済 主 体 の 脱 政 治 化 と は そ の 代 表 的 な

二 つ で あ る 。 二 つ を 結 合 す れ ば,民 間 の 経 済 主 体 を 脱 政 治 化 し,官 僚 が 民 間 経

済 主 体 か ら 干 渉 を 受 け な くな る こ と に よ っ て,優 秀 な 経 済 官 僚 が 特 定 の 階 層 の

利 益 で は な く国 家 経 済 全 体 の 成 果 を 高 め う る 効 率 的 な 政 策 を樹 立 ・執 行 で き た

と い う こ と に な る ㌔

効 率 的 な 政 策 の 樹 立 と執 行 と い う 点 に お い て,「 審 議 会 」 が 興 味 深 い 存 在 と

し て 指 摘 さ れ た 。 政 府 は 官 僚 と 企 業 家 が.緒 に 参 加 す る,産 業 政 策 に 関 連 し た

多 数 の 審 議 会 を 組 織 し,そ こ で 企 業 が 持 っ て い る 情 報 を吸 収 で き た た め に 効 率

的 な 政 策 を樹 立 す る こ と が で き た 。 他 方,政 策 に 企 業 の 具 体 的 な 事 情 が 反 映 さ

れ た た め に 企 業 の 協 力 を 得 や す か っ た と い う の が 主 張 の 骨 子 で あ 惹,日 本 の 審

議 会 を 研 究 し た 論 文 の 中 に は,審 議 会 で の 官 僚 の 主 導 が 不 充 分 で あ り,ま た,

1)本 研 究はK【seaR,,earchfounda40nGrant〔KRF-99一(剛一cOO224)に よって支援 された.

Z)econseOP騒jnc.inje.ac、kr

3)C.Jo卜n5【 川,"PoeticalInstitutionsandEconumicPerformance=「theGロvemmeHt.Business

Relation=shipinJapan,Son由K`汀ea,and=1』aiwan"inThePoliticalForiomyoftheハ1ε 肪!b'α π

乃■4観r'読τ肌ed.beP.C』eyD ,CornellUniversityPress,1987.TheWorldBank.TheFast

ム ゴαπ1埴 田d8'G'η"ε たほ',41うめ'κ'短 め～Oxf【)rdUniversi暫yPr巳ss ,1993、Mas置 卜1koADki,
11ymg.KiKim.劉nrlMas昂 トir`、Okuno、FujLwaごa,TheR.1,fG一.......tfnEslA5ニ,,Econo.

加`D8麗 如吻'卿置山 〔:oη～忽rα々 てdη伽観 血 配」.Anafysi;OxfordUniversityPress ,1996.
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政 府 の 政 策 に企 業 が協 力 しな か った との例 を示 す もの もあ る㌔ しか しな が ら,

官 僚 と企 業 家 が 同 じ場 所 で議 論 し,ま た,決 定 す る方 式 は情 報 の非 対 称 性 を減

らす と い う点 で 効 率 性 が 認 め られ5},東 南 ア ジア の諸 国 に よ って も模 倣 され た5ト.

効 率 性 高 い政 策 は,政 府 の 経 済 指 導 にお い て確 か に重 要 な 要素 で あ るが,そ

れ だ けで は成 果 を保 証 で きな い。 一 つ の理 由は 政 策 が民 間経 済主 体 を常 に差 別

的 に待 遇 す る こ とで あ る。 無 数 の 政 策 を一 度 に 施行 す れ ば そ の欠 点 を な くす こ

とがで きる で あ ろ うが,歳 出 額 が 国民 所 得 よ り少 な いか ぎ り,そ れ は不 日∫能で

あ る。 した が っ て,政 策 の効 果 を高 め るた め に は政 策 に よ って 直接 的 な利益 が

得 られ ない 民 間 経 済 主体 まで を低 い費 用 で 動 員"す る こ とが 必 要 で あ る。 た と

え ば,韓 国 の セ マ ウ ル運 動s,で は農 村 部 落 の 社 会 間 接 資 本 を拡 充 す る こ とが 重

要 で あ り,そ の た め に は換 地 と土 地 の 喜 捨 が 必 ず必 要 で あ った 。 と こ ろが,換

地 で は 土地 の収 益 を 正確 に測 定 す るこ とが で きず,土 地 の喜 捨 で は地 主 が損 を

した た め,抵 抗 が多 か っ た。 結 局,行 政 機 関 と部 落 指 導 者 が 地 主 を説 得 し た末,

地 主 の 協 力 を得 る こ とが で.きたが91,こ れ は利 益 が 得 られ な い に もか か わ らず

動 員 さ れ た 一 つ の例 で あ る,、

もう一 つ の理 由は,完 全 に 正確 な政 策 を樹 立 す る こと が ほ とん ど不 可 能 な こ

とで あ る。 政 策 は,そ れ を立 て る時点 で正 確 に.見え て も執 行 す る過 程 で必 ず 不

正 確 に な る。 そ れ は 社 会 の構 成 員 が 自分 の 経験 に立 脚 して 自分 の行 動 を調 整す

る ため で あ る。 結 局,政 策 の 効 率 性 だ けで は政 策 の 成果 を保 証 で きず,民 間経

済 主 体 の政 策 へ の動 員 の 成功 が必 要 に な る。

4)橘lii武 郎 「経済開発故策と企業:戦 後口才の経験」『20L114?システム1東 京大学出版会.1998

年.、
5)M.ADki,η 艮8尺θ∠8歴任ρ脚ηPπ8配τ∫η飽∬且∫ガ``ηErひηひz庸Drw卯 π制4Ch.1、

6〕TheWorldBank、Th,FortA,JanMiracle,Ch.4.

γ}「 動員.1というと社会主義体制を思い出しやすいが,こ こ一Cは「ある目的のために人や物質を

組織的に集めること」という辞典的意味で用いている。20世紀における東アジア諸国の経済成長

が動員という言葉の中に完全に圧縮されるとはいえないが,第 四節でのドイツとの比較から理解

できるように大きな特徴をなしていた.

8)1970年 力・ら始まった韓国の農村開発運動,.

9)韓 国内務部rセ マウル運動10年 史」資料編,1隠1年.115.148.153.176,1了9.181ペ ージ

に載せられた事例を参照されたい 〔韓国語〉。
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論理的に考 えると.政 府の経済指導が成果を上げうるに必要な,政 策効率性

以外の契機は,政 府側から見ると強制 と誘引の適切な駆使であ り,民 間経済主

体側から見ると政策に対す る協力瑚である。強制 と誘引の手段 としては進入許

容 ・禁止,特 恵金融,補 助金,明 確な審査,多 様な行政指導など様々な政策的

手段がある。 しかし,筆 者が関心を持つのは政策に外在する要素であって,た

とえば,組 織化という政策の伝達経路 と民間経済主体の協力とである。以下,

検討 してみよう。

まず,強 制では動員が完成されない。それは,強 制のための費用が多すぎる

ためである1L=。誘因も同様に不完全である、、政策が補助金 という確かな誘引に

よって執行されることもあるが,誘 引が不確実なζともよくある。それは,政

策自体の曖昧さ,政 策を囲んで.いる状況の不透明さ,民 間経済主体の計算能力

の低さに起因する。 したがって,強 制や誘因 とともに必要なのは協力の態勢で

ある、協力の実際については第H節 の後半部で詳述する。協力は強制あるいは

誘引の従属変数であるという批判もあ りうるが,筆 者の意見はそれとは異なる。

というのは,協 力が強制と誘引の成果を規制するためである、協力の態勢さえ

あれば,少 ない費用でも強制と誘引の成果が高め られる。

強制 と誘引が成果をおさめるためには,そ のために利用される諸手段が民間

の経済主体に伝達される経路が必要である。筆者は政府に.よる民間経済主体の

組織化によってそれが可能になると考え.る。たとえば,農 業協同組合が政府の

主導下で系統的に組織 されると農業政策の効果が高まることがある。系統的に

組織 されるというのは中央 と地方の.各行政学.位別に団体が作られて,上 級団体

と下級団体の間に上意下達の関係があるとい うことである。審議会.生 産者の

協会や組合連合会も政策が民間の経済主体に伝達される経路たちである。

筆者は,以.卜.で第二次大戦前 における農業 と農村社会を素材 として,民 間経

済主体の系統的組織化と協.力を検討する。政府の指導による経済成長が注目さ

10}こ こで の 「協 力 」 はcollob。rationの 意1床 で 用 い て い る。

n)社 会 主 義 社 会 の 崩 壊 は この 難 しさ を適 切 に示 してい る。
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れ た の は 第 二次 大戦 後 の工 業 成 長 期 で あ ったが,東 ア ジ ア諸 国1』の 特徴 が 第 二

次 大 戦 後 の 産 物 で ぽ な い 限 り,第 二 次 大 戦 前 に分 析 を広 げ る必 要 が あ る こ と,

お よび 相 対 的 に単純 な 時期 を検 討 して複 雑 な現 代 の状 況 を検討 す る見 地 を得 る

こ とが で き る と考 え る こ とが そ.の理 由で あ る。

II日 本,台 湾.朝 鮮

明治維新に成功し,1東京に近代的な政府が樹立されて以後,日 本の官僚は外

圧に対抗できる自主的な国家権力を立てようとした。その際,経 済開発 はその

ためのもっとも重要な手段であった。横浜を開港 して以後,経 済開発のための

技術導入の経路が長1[1奇から横浜や東京に変わると,東 京の官僚は企業より有利

な地位で開発に必要な諸手段を入手で きるようになった。こうして,日 本の経

済開発において官僚の役割が特に重要になった。

官僚が経済開発を主導できる地位を占めた時,彼 らに必要であったのは,本

稿の素材である農業に限定すれば,政 策を農民に正確 に伝達 し,農 民を政策に

従わせることであっ九,そ の点で農村の組織化は大切であった。

農業におけるもっとも成功的な組織化は,「農業部」1';が末端の行政単位まで

自分の下部機構を作 って農民を掌握することであったが,予 算上または他の部

署 との関係上,そ れは不.可能であった。選択で きる方法は二つであって,一 つ

は地方の行政単位を利用することであ り,も う一つは自分のための官制団体を

設立 ・利用することであった。以下では農業部の官制団体を検討する。前者は

中央政 府の他部署紀よび地方政府の協助を通じてのみなしうる方法であったが,

後者は独自に推進で きる方法であったからである。

農業部は1881年 に東洋農会,東 京農談会,混 同農会など,す でに設立されて

12}本 論では東 ア ジアとい う表記で 日本 ・.台湾 ・韓国の3国 を扱 い,東 南 ア ジアについ ては終 末の

と二ろでマ レー シアとイン ドネシアについて若干触れるに とどまってい る.東 南 アジアに対 して

は 「協力」 につい て検討す ることがで きなか ったためである、

13)当 時 の正 式な名称が農商務部で あったに 載かかわ らず,「 農業部」 と記述 したのは各国 におけ

る部 署名の差 を無視す るためであ る.
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い た 農 業 団 体 を会 員 と して大 目本 農 会 を設 立 し,そ れ を農 業 政 策 の 農村 へ の浸

透 の 通 路 に し.た。続 い て1899年 に は 「農 会 法 」 を制 定 して,既 存 の 多 くの農 会

を統 廃 合 し,市 ・町 ・村,郡,府 ・県 に系 統 的 に農 会 を 置 い た 、=、ま た,中 央 に

は全 国 農事 会 を 置 い た1㌔

農 業 部 が 農 会 を利 用 して遂 行 しよ うと した こ とは,新 しい農 事 技 術 の普 及で

あ った が,農 会 は そ れ に 協力 した 。 た と えば,農 業 部 の 長 官 が農 業 開 発 の ため

に新 しい 農事 技 術 を呈 示 すれ ば,全 国 農 事 会 の 会 長 とそ.れ以 下 の農 会 長 は それ

と同様 の 内容 を それ ぞ れ の.下級 農 会 に指 示 して 政 策 が執 行 さ れ る よ うに努 力 し

た 。 農 会 の技 術 指 導 員 は 刀 さ え携 え,農 事 改 良 に協 力 しな い農 民 に は,新 しい

技 術 を採 用 す る こ とが忠 誠 の表 現 で あ る と主 張 し,そ れ を強 要 した とい う。

1905年 に は 「農 会 法 」 の 改 正 に よ って 農 民 を農 会 に強 制 加 入 させ 】5},1910年

に は 「帝 国農 会 法 」 を制 定 して 帝 国 農 会,府 ・県 農 会 ,市 ・町 ・村 農 会 とい う

系統 を作 り上 げ,組 織 化 を 完 成 した 。 こ こで 完成 した とす る理 由 は,そ れ まで

の 全 国農 事 会 は道 ・府 ・県 農 会 の 連 合 会 の よ うな もので あ り,下 級 農 会 につ い

て の監 督 権 を持 って い なか った が,帝 国 農会 は それ を持 っ てい た た め で あ る16,。

ま た,「 帝 国農 会法 」 お よび 施行 規則 に よ れ ば ,行 政官 庁 は 農 会 を掌 握 す る

こ とが で きた 。 設 立 ・総 会 の議 決 ・会長 の選 任 ・解散 が す べ て 官庁 の 認 可事 項

で あ り,農 会 は 行 政 官 庁 の 諮 問 に答 え な けれ ば な ら なか った。.そ して,行 政 官

庁 は農 業 に関 す る諸 調 査 を 農会 に.命ず る こ とが で きた 。 な お,法 に規 定 され て

い た こ とで は な か った が,農 会 の代 わ りに行 政 官 庁 が 農会 費 を徴 収 し,地 方 の

行 政 機 構 の 長 が 農 会 長 を兼 ね た旧。 これ らが 農 業 政 策 を農 民 に 伝 達 す る手 段 と

して 農 会 を利 用 で きた諸 契 機 で あ っ た。

14}齋 藤仁1.農 業 問題 の論理」 円本経済評論杜,1999年,40,開0ペ ー ジ.,
翼5>同 上,50ベ ージ.

167「 農 会回顧座談 会」 『帝国農.会報』 第27巻 第5号 ,1937,91ペ ー ジi,
17)農 林 省農務局 「農会関係法規』ユ935年,60-64ペ ー シ。地方行政機構の長 が農会 艮を兼ねる 』:

うに農 会法 に規定 されていた ことではなか った。農会法 にはか ならず しも農業者ではな くて も会

蓬になれ るよ うになってお り.こ の規定に よって地方行政機構の長が農会長 を兼ねる ことがで き

るようになった.
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農 民 を組 織 す る他 の 一つ は産 業 組 合 で あ っ た。 最 初,口 本 政 府 は農 会 を通 じ

た 農 業 政 策 の 遂行 には大 きな 関心 を払 っ た反 面,協 同 組 合 に はあ ま り関 心 が な

く,1900年 に 「産 業組 合 法 」 が 制定 され た に もか か わ らず,政 府 は組 合 の 設 立

に ほ とん ど関 与 しな か っ た。 と こ ろが,組 合 数 は徐 々 に増 加 し,1905年 まで

1671が 設 立 さ れ.農 家 の3%が 組織 され た 。 また,1904年 に産 業 組 合 の関 係 者

が 全 国会 議 を 開 こ う とす る と,政 府 の態 度 が 変 わ った。 帝 国 農 会 を組 織 した時

と同 様,産 業 組 合 が 農 民 の 利益 団体 に変 わ る こ とを 阻止 し,政 府 の政 策 に忠 実

に従 わせ るた めで あ っ た。1905年 に農 業 部,内 務 部,財 務 部 の 関係 者が 集 ま り.

大 日本産 業 組 合 中央 会 を作 り,ま た,関 係 部 署 の官 僚,貴 族 院議 員,地 方 長官

な どを評 議 員 に任 命 したL8㌧,官僚 の 産 業 組 合 支 配 は192⑪ 年 代 に弱 くな っ た もの

の,1930年 代 の農 業不 況期 に再 度 強 くな り,そ の 勢 い は戦 時 下 に も続 い た 。

市 ・町 ・村 農 会 の総 数 は,帝 国農 会が 設 立 され た4年 後 の ユ914年 には11,385

と な り,1931年 に4111,463に 増 加 した 。1931年 の市 ・町 ・村 の 数 は11.791で

あ った か ら,全 体 の97%に 農 会 が置 かれ た こ とに な る。 一 つ の 農 会 の会 員 数 の

平 均 は 約740人 で あ った 。 農 業 指 導 の 成 果 を高 め る た め に は末 端 農 会 の 会 員 数

が よ り少 な い方 が よか った が,農 会 の予 算 は不足 が ちで,そ うす る こ とはで き

なか った。 農 業 部4」:1な い し3の 部 落 を単位 とす る農 業経 営 改 善 小 組 合(以 下

で は 「小 組 合 」三9}と略)を 組 織 し,組 合 の指 導 者 を 選 定 す る よ う働 い た 。 第.

次 大 戦 後 に活 発 にな って,ユ925年 に79,690組.合,1928年 に157.444組 合,1931

年 に183.995組 合,ユ933年 に235,.039組 合,1938年 に276.157組 合 へ と増 加 し

た 蹴.「 小 組 合 」 へ の 加 入 は義 務 で あ った 。

1932年,議 会 は 「小 組 合1に 法 人 の 地位 を あ た え,そ れ が 産 業 組 合 に加 入 す

る こ と を許 容 した 、 そ して,経 済 的 余 力 が な い 農民 も産 業 組 合 の会 員 に な る こ

18)齋 藤,前 掲書.46ベ ージ.,

19)「 小組合」とは日本,台 湾,朝 鮮で部落単位で結成された農業改良を企む組合を示す。日本に

おける農家小組合,農 事実行組合.農 事改良組合,農 事組合,部 落農会,部 落農民な ど,台湾の

農事実行小団体,朝 鮮の渤農薬濟組合,農 村振興組合などがこれに含まれる。

20>野 田公夫 「戦前期農家小組合の形態 と機能」『生物資源経済研究 京都大学,4号.1998年.

4ペ ージコ
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とが で き21〕,1934年 に は組 合 員 数 は4 ,261,076人 に 増加 した 、,その よ う に して,

農 業 部 の政 策 目標 が 行 政 機 構,.農 会,産 業 組 合,「 小 組.合」 を 媒 介 して 農 民 に

伝 達 さ れ る よ うに な り,農 民 を政 策 に従 わ せ る体 制 が 一層 整 った.こ の 体制 は

日本 が 敗 戦 を迎 え る時 ま で 続 き,戦 後 の1947年 に 設 立 さ れ た 農 業 協 同 組 合 に

よ って 受 け継 が れ た22㌧

他 方,台 湾 につ い て は,植 民 地 に な って か ら,日 本 政府 の明 治初 期 の農 村 開

発経 験 が 適用 さ れ た 。1908年 に台 湾 農 会 の規 則 が 公布 され,州 ・庁 農 会 と郡 支

部 とが 設 置 さ れ た.ま た,州 ・庁 の農 会 長 は そ れ ぞ れ の行 政機 関長 が兼 ね た 。

農 業 を営 む もの は農 会 に加 入 しな けれ ば な らず,州 ・庁 の税 務 課 が 農 会 費の 徴

収 を代 理 した 。 日本 と同様.台 湾 農 会 は行政 機構 に協 力 して農 事 を指 導 した 。

州 ・庁 農 会が 郡 に支 部 を置 いて 指 導 した が,郡 の 支部 だ け で は地 域 内の 全農 家

を掌 握 しえ なか った た め,街 ・庄 あ るい は大 字 ・小 字 を区 域 とす る,20-30戸

で 構 成 され た 「小 組 合」 の設.置 を奨 励 した。 「小 組 合 」 に は指 導者 を 置 き,農

会 と 「小 組 合」 を媒 介 させ た呂㌔

台 湾 の 「小 組 合 」 は1917年 掛 ら設 立 さ れ は じめ,ユ930年 代 に 入 っ て急 増 した。

1935年 に は組 合 数が3073,組 合 員数 が227,420.入 に達 した 。 「小 組 合 」 の 平均 戸

数 は74で あ り,一 つ の農 家 が 一 つ の 組 合・に 加 入 した と仮 定 す れ ば,全 農 家 の

53%が 「小 組 合 」 に加 入 した こ とに な る困}。「小 組 合 」 ぽ1930年 代 後 半 に も増

加 しつ づ けた 。1936年 に高 雄州 にお け る 「小 組 合 」 の 数 はユ935年 よ り73増 加 し

た538で あ った2転

.1913年 に は信 用 事業 を主 な業 務 とす る産 業 組 合 を設 置 す る法 が 公 布 さ れ た ,、

1921年 に は産 業組 合 員 が まだユ0万人 を若 干 超 え る にす ぎな か っ.たが ,1941年 に

2.D森 武麿 『戦時 日本農村社 会の研31東 京大学 出版会,1999年,加 一31ページ。
22)石 目尚r農 協 産業 の昭和社 会史」 日本経済評論社,1986年,第8章.,
23)台 湾農会 「農政一91-Al1004,84ペ ー ジ。台湾縛督 府殖産局 『台 湾の農業』1935年 ,173ベー ジ.
2の 台湾農友会r本 島における農事實行小團膿の現況」8ペ ー ジ。台湾総督 府殖産局r台 湾農業年

報11940年 。

25)松 田吉郎 「日本統治時代台 湾における農 事実行小 団体 につい て:高 雄州 の例」 『東洋 史訪13

号,]997年.72ベー ジっ
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は65万 人に達 した。また,台 湾全戸数の64踏 が加入 した謝。台湾総督府は,農

会が 「小組合」の事業を指導し,産 業組合が 「小組合」の運営に必要な資金を

貸し付ける体制を作ったのである271。

中央から部落に至るまで農村 を系統的に組織し,そ れを利用 して農事技術、

農産物の販売技術,農 業資金などを支援する体制は台湾の独立まで続 き,戦 後

にも台湾農会によって続けられた。

また,朝 鮮総督府は併合後,普 通農事,棉 作,養 蚕、畜産など各々の部門に

専門技術者を配置 し,各 部門ごとに政策を担当 して遂行す る産業団体を設立す

るよう奨励 した。産業団体を作 り,そ れを通 じて農業を指導す る方法は明治維

新後の日本で形成された政策であったが,朝 鮮総督府 もその政策を導入したの

であ惹,政 策の成果を高めるため,総 督府の技術者たちは農事団体 を競争的に

設立したが,そ の結果,数 多 くの零細な団体が乱立す る副作用が生 じ,総 督府

が最初.に期待 した成果をおさめることができなくなった。団体の規模が過度 に

小さかったことも欠陥であワたが,団 体数があまりに多 くなり,総 督府の統制

が困難になったことも欠陥であった。そこで,1920年 から農業団体を系統的に

組織化 しは じめた,,

最終的な成果は1925年 に現れた。朝鮮総督府は 「朝鮮農会令」を制定 して,

朝鮮農会,道 農会,郡 農会という系統農会を設立 し,0.1町 歩以上を耕作する

すべての農民と地主を強制的に加入させた。郡農会の会費は地方の行政機構が

徴収 し,ま た,道 農会長は道知事が,郡 農会長は郡守が兼任 した。郡農会が末

端の単位であったが,事 務所は郡庁内に置き,郡 の庶務主任および関係の技術

員を理事または監事に任命した。ま寒,郡 守の指揮下で官庁に協力 して一般農

事を指導することが農会の最 も重要な任務であった。朝鮮の農会は末端単位が

郡農会であったため,個 別の農民を指導するには規模が多すぎたが,郡 以下に

26)松 田吉郎 「台湾 の産業組合について」 『台湾史研究」14号,台 湾更研究会,1997年,43べ 一 乳

27)松 田吉郎 「日本統治時代 台湾 における農事 実行小 団体 について;台 中州 の例」 陳 洋 史訪12

号.1996年,6gベ ージiマ
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農 会 を作 るの に必 要 な 資金 を調 達 す る こ とは で きな か った 。

日本 お よび 台湾 と同様,朝 鮮 で も農 会 によ る政 策 遂 行 の 不十 分 さ を埋 め る た

め に は,行 政 官庁 と農 会の 指 示 を受 けて 活動 す る 下部 機構 が必 要で あ っ た。 そ

の単 位 は 部落 で あ った 。 そ して,面 の 官 吏,農 会 の職 員,学 校 の教 師,金 融 組

合 の職 員,警 察官 な どの官 公 吏 が 総 動 員 され て部 落 に 「小 組合 」 を組 織 し.指

導者 を育 成 した。1933年 の 調 査 に よれ ば,全 朝鮮 に2ヨ,383の 「小 組 合 」 が あ っ

た。 日本 や 台 湾 と比 べ れ ば 組 織 率 は低 か った が,そ れ で も全 部 落 の約40%に

「小 組 合 」 が 設 立 さ れ だ ㍉ 「小 組 合 」 は官 公 吏 の 指 示 を 受 け て,農 事 改 良,

消費 節 約,副 業 奨 励,教 育,法.令 遵 守,道 路 と橋 梁 の維 持 お よ び建 設,衛 生 改

善 な どを行 っ た2%

これ ら とは別 に1907年 か ら金 融組 合 が 設置 され は じめ,農 村 住 民 に信 用 を 提

供 してい た蹴%た だ し,朝 鮮 に は 出資 す る能 力が な い 貧 農 が 多 くな った た め ,

1920年 に は農 民 の10.・%し か加 入で きな か っ た。1930年 代 後 半 にな る と加 入 率

は高 ま り,1939年 に は57.6%に 至 った3D。 そ れ は ,1936年 以後,総 督 府 が部 落

ご と に殖 産 契 を作 り,そ れ に法 人 の 資格 を与 えた ため で あ る。 そ して,金 融 組

合 に 加 人 で き るだ けの 出資 金 を持 っ てい ない 零 細 な農 民 も金融 組合 に加 入す る

こ とが で きる よ うに な った 。官 制団 体 を利 用 した 農 村 の組 織化 と開発 は解 放 後

に も農 業 協 同 組合 に よ って続 け られ た。

以 上,こ れ まで 検 討 した こと に よれ ば,第 二次 大戦 前 に お け る東 ア ジ ア諸 国

の農 村 は,政 府 の 主導 下で 政府 政 策 を農 民 に 伝達 す る系統 的 な組 織 を作 り上 げ

て お り,そ れ が農 業 政 策 の効 率 的 な 施行 を可'能に した 一つ の条 件 で あ っ た。 と

きに.第1節 で 言 及 した よ うに,政 策が 効 果 を上 げ え た の に は,政 府 が 農 民 を

系統 的 に組 織 して 政 策 の内 容 を 伝達 し,強 制 あ る い は 誘引 を操 作 す る こ と と な

28)金 正明編 『朝鮮拐立運動」第5巻,19邸 年,410-413ペ ージ。

29)朝 鮮稗督府 『朝鮮の聚落』中編,1.933年,167-171ベ ージ。
30)文 定昌 『朝鮮農村團艦史』1942年,160ペ ージ.,

31)金 森裏作 「日帯下朝鮮金融組合 とその農村経済に及ぼした罵響」『史叢』韓国高麗大学校.
15.16号,1970年,387ペ ージ(韓 国語〉。秋定嘉和 「朝鮮金融組合ゆ機能と構造」『朝鮮史研究

会論文集』5号,1968年,111ベ ージ。
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らんで,政 策についての農民の協力が作用 していたことも重要である。

農民をして政策に協力させえた契機は二つあったが,そ の一つは農民の経験

の蓄積であった。近代社会に入って以降の日本,.台 湾,朝 鮮では,政 府の方が

生産と流通を含む農業の全般について農民より技術上の優位にあった。改良品

.種の普及,灌 漑施設の拡充,施 肥量の増加,新 しい栽培法の普及,農 家経済の

改善、などの各種の政策がほとんど政府の主導下で施行された。政府は強制 し

たこともあ り,利 益が出ることを説得 した り補助金をあたえた りして誘引 した

こともあった。そして,政 府の主導で政策が執行されその成果が現われるよう

になると,最 初はためらっていた農民 も徐々に政府政策に協力す るように変

わった.た とえば,改 良農法の成果が不明確であった初期には,政 府が改良農

法の採択を勧めても農民は労働時間が増えるだけ,そ れが補償で きる収入が得

られないと考えて採択 しようとしなかった。しか し,し だいに改良農法の収益

率の高さが目に見えだすと,農 民の行動は徐々に変化 しはじめた。このような

経験の蓄積が政府に対する協力を生じせしめたのである脚。

もう一つの契機は教育であった。U本 で偉明治維新後に,台 湾 と朝鮮では植

民地に転落 した後に,天 皇への忠誠心が学校の修身の時間に集中的に教育され

た。また,忠 誠心の教育は学校だけではな く社会的にも行われた。たとえば,

『帝国農会報』.1928年4月 号の巻頭言は 「昭和聖代に生れ合ひし我等かくて皇

恩の無窮に対 し奉る外ない」 と言及 していた。儀礼的なものである可能性 もあ.

るが,一 度なされた発言は効果を及ぼすぽずである。経験の蓄積と教育が農民

の態度 に実際にどのくらいの影響を及ぼしたのか.台 湾と朝鮮の状況は不明で

あるが,日 本については次の調査を紹介す ることがでぎる。

秋田県と岡山県で行われ群農民意識調査 によれば,「 国のためならば自分た

ちの生活は少しぐらい犠牲にしても勤めるべきだと思いますか」 とい う質問に

32)政 府に対 す る過度の依存 が農民 運動 を阻害 する とい う当時の指摘{ま,政 府 に対す る農民の態度

の一端を示 している といえ よう(「時局 と農村を語 る座談会」 『市田農会報」 第27巻 篤5号.1937

年,106ペ ージお よび 第28巻 第1号,1938年,147ベ ージ).
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つ い て 肯 定 的 に答 えた の が,1953年 に は それ ぞれ69.D%と69.9%,1968年 には

30.8%と42.4%,1985年 には19.8%と33.3%で あ っ た。1953年 の比 率 が 特 に高

か った の は戦 時 期 の 教 育 の 影 響 が色 濃 く残 って い たか らで あ るが,す で に戦 前

期 に.「犠 牲 の態 度 」 が 形 成 され て い た の は 間 違 い な いで あ ろ う。 犠 牲 をい とわ

な い とい うこ とは 「協 力 で き る」 とい う こ とに通 じる 。

日本 の産 業 革 命 期 の企 業 が 示 した 態 度 に つ い て の森 嶋 通 夫 の指 摘 も この 点 で

示 唆 的で あ る。 彼 に よれ ば,日 本 政 府 は企 業 を平 等 に は扱 わ なか った 。 に もか

か わ らず,政 府 の政 策 は,特 恵 を受 けた 企 業 か らだ け で ほ な く,そ うで は ない

企 業 か ら も支持 を受 け る こ とが で きた 。 なぜ な らば,強 力 な代 表 を持 つ こ とに

賛 成 す る国民 的合 意 が あ っ た ため で あ る。 この よ うな 国民 的合 意 を確 立 す る こ

とは儒 教 倫 理 が 支配 的 な社 会 で は あ ま り難 しい こ とで は な か った 。選 定 か ら脱

落 した企 業 家 も,特 恵 か らはず れ た企 業 家 も,そ れ な りに彼 らの分 を尽 く した

の で あ る脇'。これ は工 業 につ い て の 指摘 で は あ るが,政 策 に対 す る民 間経 済 主

体 の 協 力 を 示 して い る 点 で興 味 深 い。

束 ア ジ ア3国 に お け る農村 組 織 化 の様 相 の共 通 した 特徴 を 次 の よ うに整 理 す

る こ とが で き よ う。 第 一・にG本 は 明治 維 新 に成 功 した 直 後 か ら,ま た,台 湾 と

朝 鮮 は植 民 地 にな った 直 後 か ら,政 府 に よ る農 村 組 織 化 が 始 ま った 。 す な わ ち,

農 村 が 市 場 経 済34,の 洗礼 を受 け る 時点 か ら も うす で に政 府 に よ って 系統 的 に組

織 化 され た の で あ る。 第 二 に 地 方 の行 政機 構 の長 が 農 会 長 を兼 任 し,農 業部 は

農 業 団 体 を統 制 で きる多 くの 手段 を持 っ て いた 。 そ して,農 業 団 体 が 政 府 の 政

策 に反 対 す る こと は少 な った 。 第 三 に 地主 と農 民 は政 策 目標 に協 力 的 で あ った 。

それ は,政 府 の強 制 と誘 引 だ け で は な.く,農 業 者 の態 度 に も依 存 した 。

ユ912-1945年 の 単 位 面 積 当 た り米 生 産量 の 増 加 率 は,日 本 が1.5%,台 湾 が

1.3%、 朝鮮 が1.8%,イ ン ドネ シ アが一 〇.7%,イ ン ドが 一〇,5%,フ ィリ ピ ン

33)M.Morishima.匹 ■byhasJapan`Succeeded'PrWestenrTechnologyandtheJapaneseEihor,

1981.(李 基 俊 訳 『なぜ 日本 は 成 功'し たの か?』 一 潮 閣,1985年,107ペ ー ジ(韓 国 語))。

34)本 稿 で の 市 場 経 済 は生 産 物 だ け で は な く生 産 要素 ま で も 商品 化 され てい る経 済 を示 す.
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がLO%,ベ トナ ム が 一〇.6%で あ っだ5}。 農 業 成 長 の理 由 を一・つ の 要 因 に求 め

る こ とは で きな い で あ ろ う し,日 本 ・台 湾 ・朝 鮮 とそ の 他 の ア ジ ア稲 作 国 家 と

の差 を もっ ぱ ら組 織 化 と協 力 で も って説 明 して はな らな い 。 しか し,日 本 ・台

湾 ・朝 鮮 の農 業 が 多様 な 開発 政 策 に よ っ て導 か れ た とい う事 実 を 念 頭 に置 くな

らば,上 の成 長 率 の差 異 を政 策 の結 果 と して 解 釈 して も差 し支 え な い で あ ろ う

と考 え る。 したが っ て,組 織 化 と.協力 が 政 策 の 成 果 を 上 げ ,そ の結 果,日 本 ・

台 湾 ・朝 鮮 の単 位 面 積 当 た り米 生 産 量 の 増 加 率 が他 の 国 よ.り高 か った とい え よ

う,

IIIド イ ツ

こ こ で は 西 ヨ 一 口.ッ パ 諸 国 の 中 で 農 村 の 組 織 化 が 最 も進 ん だ と 考 え ら れ る ド

イ ツ を 検 討.し た い6そ の こ と に よ っ て,農 民 を 系 統 的 に 組 織 し て 農 業 政 策 を 伝

達 した こ と や,農 業 政 策 の 成 果 が 強 制 と誘 引 だ け で は な く農 民 の協 力 に よ っ て

も 行 わ れ た こ と を,東 ア ジ ア諸 国 の 特 徴 と い え る か ど う か に つ い て 考 察 した い 。

も し,こ れ が 東 ア ジ ア 諸 国 の 特 徴 と い え る の な ら ば,系 統 的 組 織 化 と協 力 と を

政 府 指 導 の 成 果 と 関 連 づ け て 理 解 す る こ とが で き る こ と に な ろ 旗 、

ドイ ツ 政 府 は,第 一 次 大 戦 中 に 食 糧 の 不 足 に 苦 し み,戦 時 食 糧 局 と い う総 合

統 制 機 関 を 作 っ た も の の,民 間 団 体 ま で は 組 織 化 し な か っ た 謁'。1920年 代 に も

ド イ ツ に は 農 業 政 策 を 建 議 す る 利 益 団 体,半 官 半 民 の 農 業 会 議 所 ,農 業 生 産 と

流 通 を 改 善 す る 協 同 組 合 と い う三 種 類 の 農 業 団 体 が あ り.こ れ ら の 団 体 は 地 域

ご と に 独 自 に 組.織 さ れ,活 動 し て い た 。

ド イ ツ政 府 が 系 統 的 に 農 業 団 体 を 組 織 し は じ め た の は 農 業 不 況 が 厳 し く な っ

た1930年 頃 で あ っ た37:。 農 村 を 本 格 的 に 掌 握 した ナ チ ス は,経 営 者 団 体 ,市 場

35)B.R.一lit・hell.∫ ・・　 面 凋 ～Historical∫ 融融 ・・,.A声 。比 λ。ご。 σ0_,砥 〃50-1993 .
MacmilianRc`orenc巳andGrロvc15DiGヒk)ndries ,1998.以 上の増加率 の中で,口 窄の比率 だ}十は

1880-1910年 の それであ る。その理由は,各 国の近代的農 業の 成長が始 まる時期 を一致 させ るた

めであ る。

36)菊 地貢 「世界大戦に於ける猫逸の戦時食糧 経済組織」 出版社不明,1925年,28-29ペ ー ジ。
37}丁 、A.丁重ton,1Vα庶槻,.酎60.Nazi∫'肱α7ず4μ犀ε丑偬5απ`ry,IndlanaUni▽ers貢yP爬ss,1975,p.136.
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統制団体 などを統合するとともに=粥,,既存の農業団体を統.合して系統的な農

業団体を作 り,中 央の指示を全国の農村に正確 に伝達 しようとした、、ナチス

は系統農業団体を活用 して農産物価格の暴落を防 ぐことと,農 産物の販売先

を安定化させ ることがで きると判断 した。ナチスの この動ぎについては既存

の農業団体 もある程度協調的であった。私的な利益団体 も農業不況を克服す

るためには全農業団体を含む統一的な農業団体 を作 る必要があると判断 した

か らである3%

統一的な系統農業団体が作られたのは1933年 であった。その年に 「全国食糧

身分団(Reichsnaehrstand)法 」が制定され,同 法により既存の農業団体は食

糧身分団に合併されるか..会.員として加入することが義務づけられた。食糧身

分団 とは食糧を生産する身分の団体 という意味であ り,こ の.名称は,政 府に

よって計画的に設立されたにもかかわらず,個 別の食糧生産者身分の利益に奉

仕す ることを示 していた。 これ と比べれば,口 才の農業団体の名称は帝国農会

であ り,帝 国のために奉仕することを前面に出していた。

政府は,中 央に中央食糧身分団を設置 し,全 国農民指導.者と彼を支援する事

務局を置き.そ の下に州食糧身分団,郡 食糧身分団,部 落食糧身分団を設置 し

た。中央食糧身分団は1933年 に誕生 したが,地 方の諸食糧身分団が整備された

のはようや く1935年頃であっだ の。それは,地 方では農民指導者と食糧身分団

の幹部を得に くかったからである。.ナチスが農民指導者を得るためには地域名

望家の支持を集めなければならなか ったが,必 ず しも成功的ではなかった。特

に南部カ トリックの農村で困難を経験 しだ1)。これに比べれば日本では 「農会

法」が制定された1年 後の1900年 には地方農会の設立が完了していた。

ドイツ全域に州食糧身分団は20,郡 食糧身分団は528,部 落食糧身分団は

38)静 田均 「ナチ ス琶 済 團 硯 の成 立 」 「経 済 論叢 」…第53巻 第1号,].941年,31ベ ー ジ コ

39)豊 中 泰子 「ドイ ツ農 村 に お け る ナ チ ズ ムへ の 道 』 ミネル ヴ ァ書 房,1994年,197,207ペ ー ジ.

村 瀬 興 雄 『ナチ ス 統 治 下 の民 衆 生 活:そ の建 前 と現 実 」 東 京 大 学 出 版 会,1983年,68ペ ー シ.

豊 中,前 掲 書.232ベ ー ジ.40!

前 掲 書.306ベ ー ジ.41,
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5-6万 が あ っ た43,。1933年 の 全 人[は6060万.入4al ,農 林 業 に 従 事 す る人 口 は そ

の28.8%で あ る1745万 人 で あ り萄,部 落 食 糧 身分 団の 数 は5-6万 で あ った か ら,

一 つ の部 落 食糧 身分 団 は農 林 業 人 口291-349人 で 構 成 され た とい う こ とに な る
。

ま た,食 糧 身分 団へ の加 入 を農 民 が.自分 で 判 断 す る こ とは で きなか った 。 食 糧

身分 団 に よ り資 格 あ り とい う判 断 が 下 され る と,必 ず 加 入 しな けれ ば な らず,

脱退 す る こ とはで きなか った 。 食 糧 身 分 団 を維 持 す るた め に必 要 な分 担 金 も必

ず 納 め な けれ ば な ら なか った4%

他 方,日 本 の農 業 部 は分 担 金 の 強 制徴 収 に極 力 反対 した 。 農 会 に 会費 の強 制.

徴 収 権 を認 め な けれ ば,農 会 が 資 金 不足 で事 業 を行 え なか った に もか か わ らず,

農 業 部 は,強 制 徴 収権 が 日本 の 農 会 に 張 大 な 力 を与 え る こ とを憂 慮 した ため で

あ った 。 農 業 部 の 官僚 は,農 会 に強 制徴 収権 を与 え る こ とは国 家 を二 つ 作 る こ

と と同様 で あ る と主 張 した,,最 終 的 に は 農会 費 の強 制 徴 収 権 は認 め られ たが,

政 府 が そ の徴 収 を代理 した し,政 府 補 助 金 を得 て こそ 農 会 の農 村 指 導 事 業 が で

き る よ う に した鋤。

ドイ ツの食 糧 身 分 団 の 団 長 に は農 民 指 導 者 とい う呼 称 が 与 え られ た 。 首 相 が

任命 す る よ うに な って い た もの の,初 代 の全 国農 民 指 導 者 は農 業 部 の長 官 が 兼

ね た 。 また,州 の 農民 指 導 者,郡 の農 民 指 導 者,部 落 の 農 民 指 導 者 は全 国 農 民

指導 者が 任 命 した 。 と ころ で,ナ チ ス農 政 局 の農 業専 門 家 あ る い は 農 業 部 の 官

僚 が 指導 者 を兼 ね る場 合 竜あ っ た が噸,原 則 的 にそ の 地 域 の 有 力 農 民 が指 導 者

に な る こ と に な っ て お り4巳1,農 業 部 の 官 僚 は,長 官 で あ っ たR.W.ダ レ

42)K.C.Tha【hej皿 」湾即 召ψ祓 ∫岨LeipzLg,1933、(橋 本 元 諜 『ナ チ ス 農 業 政 策」 西 ケ 原 刊 行 会 ,

1943年.65.71ペ ー ジ〉。

43)B.R.Mitchell,1η δ8耀αffσπα'∫五5`or話侃'翫 【漉 ∫㎡`5r五 μ70ρ¢1750-1993 .MacouDanReference

andGrQ下o■5【 》icdonarLe呂,1998.

44)磯 邊 秀 俊1ナ チ ス農 業 の 建 設 過 程 」 東 洋 書館,1943年,10-一 ジσ

45)永 川 秀 男 『ナチ ス農 民 政 策 」 葛 城 香 店,1943年,205,ジ ゐ

46)「 農 会 回 顧 座 談 会 」 『帝 国農 会報 』 第27巻 第5号 .1937年.95-96ペ ー ジ。

4ア)W、Clauss ,DieDent∫`能 面 ηゴ肥ゴ燃 漉 ψ,1939、(救 仁 郷 繁 ・流 川 貞樹 訳 「ナ チ ス農 業 政 策 上 三

省 堂.1941年.48ベ ー ジ)。

4呂)東 亜 研 究 所rナ チ ス ・ドイ ツの 農 業 政 策}東 亜 研 究 所 .19製 年,82-83ベ ー ジ、
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(D肛re)を 除外 す れ ぼ,誰 も食 糧 身分 団 の指 導 者 を兼 ね なか った4%

食糧 身分 団 の事 業 は大 き く4種 類 に分 げ られ た 。 生産 物 が農 民 か ら消 費 者 へ

至 る過 程 を計 画 的 に調 節 す る こ と,食 糧 価 格 の動 きを 監督 す る こ と,農 民 文 化

を 向上 させ 優 良農 家 が 絶 え な くす る こ と,新 技 術 を 普 及 し農民 の増 産 意 欲 を高

め る こ とで あ った駄

生 産 計 画 の 主要 手 段 と して は,作 物 の 生 産 を有 利 あ る い は不 利 にす る こ と,

資 金 あ る い は技 術 を供 給 す る こ と,農.民 の 意 志 と理 性 に訴 え る こ と,の 三 つ が

あ っ た が51,,最 も重 要視 され た の は 最 初 の項 目で あ っ た。 た とえ ば,「 食糧 身

分 団法 」 第 一 条 は,必 要 で あ る と認 定 され る時,農 業 部 の長 官 は農 産 物 の 生 産,

販売,価 格 お よ び価 格 の幅 を規 制 す る拘 束 力 を食 糧 身分 団 に与 え る こ とが で き

る と規 定 しだ2}。 農 産 物 価 格 の保 護 お よ び販 売先 の保 証 こそが 増産 の最 も有 力

な手 段 で あ る と判 断 した た め で あ る闘。 ドイ ツ政 府 が 農産 物 の 売買 商 人 と加 工

業 者 まで も食糧 身 分 団 に 加 入 さ せ た の は そ の た め で あ った 諭。 他 方,ド イ ツ政

府 は 直接 的 な統 制 に は消 極 的 で あ った 。 た とえ ば,第 二 次 大 戦 中 に主穀 の供 出

は行 っ た もの の,耕 作 地 の面 積 を 強 制 的 に 増 や す こ とは しな か っだ5'。 これ と

比 較 す る と,日 本 政 府 の 場 合 は ユ941年 に 「臨時 農 地 等 管 理 令」 を公 布 して ,不

要 不 急 の作 物 の 耕 作 を制 限 あ るい は 禁止 し,穀 物 栽 培 の増 加 を.命・令 した賊 、

最 後 に.食 糧 身 分 団 の効 率性 と農 民 の協 力 につ い て 検討 し よ う。 前述 した よ

う に,食 糧 身 分 団 の 設 立 目的 は,国 家 の農 業 政 策 を農 民 に伝 達 し農 民 の協 力 を

49)豊 中,前 娼書.220ペ ー乳

50)Clauss,⑫ 沈 .(邦 訳28-29ページ)。
51)磯 邊.前 掲書,297ベ ージ,

52)永 川.前 掲書,201ペ ージ。

53)磯 邊,前 場書,220ペー ジ。

54).Gauss,0.`鉱.(邦 訳45ベージ)。

55)前 掲書,325ベ ージ。

56}暉 峻衆三 旧 本農業問題の展開」下巻,東 京大学出版会,1984年,326ペ ージ。そのような差
は ドイツの工業化でも見られ断 礎業革今期における経済に対するドイツ政府の介入は社会間接

資本を拡充 して,民 間の投資費用を減らしたり,教育需要を増やす政策を取 って,教 育の供給が

増加するようにしたりするなど,原 則的に市場失敗を矯正することで留まった(朴 永九 「後発工

業国の発展戦略 と産業競争力:玉9世紀 ドイツの競争力優位要閃と示唆点」PIIFS.1999年.

320-321ベージ,{韓 国語))、=
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引 き出すことであった。 ところが,実 際には農業部は農民を充分に掌握するこ

とがで きなかった。第一の理由は,農 業部が食糧身分団を充分に掌握で きな

か ったからである6農 業部の長官 と全国農民指導者は同一人物であって.彼 を

つ うじて政策目標の達成が地方食糧身分団の課題として与えられたが,日 本の

場合とは異なり,地 方の行政官が農業の実際問題に介入 しなか ったため,指 示

が地方の食糧身分団に正確に伝達されなか った乳,第 二の理由は,食 糧身分団

は会費を直接徴収 し,ま た,日 本 とは異な り補助金を受けなかったため,農 業

部が食糧身分団を自らの目的のために誘引することが難 しかったからである。

第三の理由としては,ド イツ農民は地域の共同体とともに農業団体を結成 ・運

営 した長年の経験を持ってお り,農 業部の農業政策に大きく依存 しなかったか

らである。そのために地方の食糧身分団の農民指導者が伝達する政府の指示が

農民により無視 される場合もしば しばあっだ%特 に南部 ドイツの農民は農民

共同体の伝統的な文化と彼らの関係網をナチ.ス支配期の終わ りまで固守し,ナ

チスの農村政策を.伝統的な農村生活の脅威 と考えてナチスに敵対することも

あった。たとえば,.独立 自営農を養成するため.の 「世襲農場法」に反対した り,

学校教育に対す る教会の影響力を減らして政府の影響を高めようとする政:策に

反対したりした戦、

以上が第二次大戦前における ドイツ農村の組織化の実態であるが,日 本 と比

較すると次のような点で対照的であった。第一に.ド イツの農業部は食糧身分

団を掌握することがで きなか った。食糧身分団 とい う系統的な組織を作ったに

もかかわらず,食 糧身分団を農業部の執行機構 として利用することがで きな

かった。第二に,農 業部 と食糧身分団は ドイツ農民からの協力を得ることがで

」7)東 亜研 究 所,前 掲書,呂3ペ ー ジ.長 守 善 『ナ プ ス経 済 建 設 』 日本評 論社.1939年.230ベー ジ。

5呂)桂 瀬興 雄 「ナ チ ス統 治 下 の民 衆 生 活:そ の建 前 と現 制 東 京 大 学 出 版 会.1983年,66ベ ー ジ。

59)J.Sfephensonト[`Naz亀sm,ModemWarand吐 くuralSociαylnWueπtemberg,1939-45,1りo〃 用 αピ

4Q'鷹 即`♪ワ ∫五∫`ρry,V`)1.52〔3),1997、pp.341-842.村 潮,前 掲 書.202ペ ー ジ。 伝 統 的 な 関 係

を否 定 しよ うと す る ナ チ ス の政 策 はす で に彼 らの文 化 を もって い た 労 働 者 階 級 の 抵抗 も呼 び 起 こ

した,、(K.P¢uke鵡1勺 傭g朗o∬8π 蝦 ノG已,肥 幡 ぬψ 伽 η露塵R.De..…esongram.∫ π5'漉N面G8r一

η昭η弘B.T.Ba胎ford印1.987印PP.169-174).
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きなか っナr。第1匪節 の 冒頭 で 立 てた 質 問 に帰 って 考 えれ ば ,系 統 的 な 組織 化 と

協 力 とは 東 ア ジ ア諸 国 の特 徴 で,こ れ が 政 府 に よ る経 済 指 導 を可 能 に した の 一

つ の 要 因 で あ った とい え る と思 う6。♪。

IVお わ り に

第U節 と第m節 で 日本 ・台 湾 ・朝 鮮 と ドイ ツ を比 較 検 討 して きた.そ の結 果

と して,政 府 が農 民 を 系統 的 に組 織 して 政 策 を 正確 に伝 達 しえ た こと と,政 策

に対 す る農 民 の協 力 を導 き出 せ た こ とが ,東 ア ジア諸 国 の経 済 の特 徴 で あ った

と整 理 す る こ とが で き よ う。 あ るい は,東 ア ジ ア諸 国で 政 府 の経 済 指 導 が 成 果

を お さ め た の は効 率 的 な政 策 の 産物 とい うだ けで は な く,系 統 的 組 織化 とい う

社 会制 度 的 特 質 と協 力 とい う文 化 的特 質 の両 者 に起 因 した と.判断 す る こ とが で

き よ うQ

なお,日 本 ・台 湾 ・朝鮮 の系 統 的組 織 化 は そ こで止 ま らず ,東 南 ア ジア諸 国

に波 及 して い った 。 そ の 波 及 は二 段 階 を経 た 。 第 一 は194(叶 代 に1」本が 東 南 ア

ジ ア諸 国 を植 民 地化 した こ とで あ る。 た と えば ,ユ942年 に イ ン ドネ シ アを 占領

した 日本 は 自 らの 「小 組 合 」 を モ デ ル に して,行 政村 レベ ルに農 業 組 合 を作 り
,

村 長 が 農 業 組 合 長 を 兼 ね る よ う に した。 ま た,「 小 組 合 」 を して地 方 の 行 政 機

関長 の指 示 を受 け て軍 政 庁 の農 業政 策 に協 調 す る よ うに した。 第 二 には ,1970

年 代 に 入 っ てか ら.東 南 ア ジ ア諸 国 の政 府 が 日本 ・台 湾 ・韓 国 の経 済 開 発 方 式

を導 入 しは じめた こ とで あ る。 マ レー シ アは その 好 例 で あ るが ,マ ハ テ ィー ル

首 相 は執 権 した1981年 か ら 日本 ・台.湾 ・韓 国 の経 済 成 長 の 経験 か ら教 訓 を得 る

政 策(LookEaSCPolicy)を 採 択 した。 マ ハ テ ィー ル 政 府 は 日 本 ・台 湾 ・韓 国

にお け る国民 の勤 勉 性,勤 労 倫 理,愛 国 心 ,愛 社 心,先 公 後私 の精 神 を マ レー

60)本 稿の直接的な主題ではないが,日 本と比べれば,ド イツでは地域共同体と職業共同体との自
立性がより高く.官僚制の発達櫓愛がより低かったことおよび20肚紀に入って官僚制の成熟した

以後にも.職業団体の交渉力が太きか=,たこととが.ド イツと日本との差を生じさせた理由の一.
つであろう。(G.Poggi ,TheDevelopmentoftheModemState,StanfordUniversityPress ,1978,
Ch.4.権 上康男 ・広田明 ・大森弘喜 『2〔1世紀資本主義:自 由と組織化』東京大学出版会、正996
年,第2章).
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シ ア に普 及 しよ うと し叫,ま た,日 本 の 官 民 協 同 の審 議 会,韓 国 の 輸 出 振 興 会

や セ マ ウ ル運 動 を導 入 した53㌧ 韓 国 の セ マ ウ ル運 動 か ら学 ぼ う と した こ と は,

本 稿 との 関 連 か ら考 え る と興 味深 い 。 セ マ ウ ル運 動 で マ レー シ ア政 府 が 最 も注

目 した の は,農 村住 民 を 農村 開発 に動 員す る 方 法で あ っ たε㌔

最 後 に,政 策 が樹 立 され,ま た,効 果 を得 るよ うに な る過 程 が,農 業 と工 業

で は相 異 な るた め,筆 者 の 主 張 を完 結 す るた め に は工 業 部 門 に お け る組 織 化 と

協 力 につ い て も分 析 しな けれ ば な ら ない 。 そ れ は別 稿 で の課 題 とす るが,筆 者

の予 備 的 判 断 に よれ ば,東 ア ジ ア諸 国 に は各種 の企 業 家 団体 が 発 達 して お り,

それ らが 政 策 の浸 透 と政 策 の効 率 性 と を高 め る手段 の 一つ で あ った か と考 え ら

れ る,

61)リ ・キ ョ ン ・チ ャ ン 「マ レー シ ア東 方 政 策 の 決 定 要 因」 『ア ジ ア地 域 研 究」 釜 山外 国 語 大 学 校

ア ジ ア地域 研究 所,1号,1.998年,173ペ ー ジ(韓 国 請).

62)WorldBank,TheEastA,.ゴ α眉 唾 「`1ζ'彰Ch.4,

63>朴 張 換 『経 済 発 展 と農 村 経 済」 博英 社 野1.9解 年,469-488ペ ー シ(韓 国 語)。


